
   

 
平成 19年 3月 5日 

 
各位 

株式会社 り そ な 銀 行 
株式会社 埼玉りそな銀行 

 
 

短期プライムレートの変更について 

 

 

 りそなグループのりそな銀行（社長 野村 正朗）と埼玉りそな銀行（社長 川田 憲治）は、

｢短期プライムレート｣を下記のとおり変更することといたしました。 

 

 

記 

 
１． 短期プライムレートの水準 

       年 2.125％（引上げ幅 年 0.25％  旧短期プライムレート 年 1.875％） 
 
２． 変更日 

       平成 19年 3月 26日 
 
３． 新レート適用の方法 

       変更日以降の新規実行および書替時より、また、既存のお借入については、変更日以
降の利息お支払日より適用させていただきます。 

 
以上 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


